
（歳入）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 358,519 千円

（歳出）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費 8,295,321 千円

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 市債 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

障がい者福祉 1,524,043 706,520 390,872 0 8,332 37,575 380,744

高齢者福祉事業 190,207 25,694 2,378 0 7,864 13,857 140,414

児童福祉事業 2,856,706 1,227,694 519,708 0 264,135 75,916 769,253

母子福祉事業 14,227 1,086 706 0 179 1,101 11,155

生活保護扶助事業 937,303 676,373 15,109 0 13,440 20,874 211,507

小計 5,522,486 2,637,367 928,773 0 293,950 149,323 1,513,073

国民健康保険事業
（特別会計繰出金）

621,817 68,637 206,114 0 0 31,174 315,892

介護保険事業
（特別会計繰出金）

865,308 6,454 3,448 0 0 76,836 778,570

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金）

867,636 157,999 0 0 63,743 645,894

小計 2,354,761 75,091 367,561 0 0 171,753 1,740,356

病院事業
（特別会計繰出金）

388,095 0 0 0 0 34,860 353,235

疾病予防対策事業 5,748 537 0 0 468 4,743

医療提供体制確保事業 24,231 0 0 0 685 2,115 21,431

小計 418,074 0 537 0 685 37,443 379,409

8,295,321 2,712,458 1,296,871 0 294,635 358,519 3,632,838

　　　平成２９年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　　　社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日から消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の
増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　平成２９年度の小林市一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおり
となります。

事業名 経費

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を案分して充当しています。


